
№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目名 質問の内容 回答

1

募集要項 4 第3 3 （1） ア　　　　事業者の構成
等

参加申請時に設計企業及び工
事監理企業の構成員が協力企
業への協力を決定していない
場合、事業提案時に追加申請
することは可能ですか。

事業提案時に追加申請するこ
とは可能です。

2

募集要項 4 第３ ３ （１） ア 事業者の構成 「構成員」と「協力企業」の
定義についてご教示くださ
い。

「構成員」は、伊勢原市と業
務を契約する企業です。（契
約書に連名する企業）
「協力企業」は、構成員から
業務を受託する企業です。

3

募集要項 6 第3 3 （2） イ（ア） 設計企業の参
加資格要件

全ての企業はa及びbの要件を
満たすとありますが構成員の
みを指すのでよろしいでしょ
うか。事業提案時に例えば、
電気設備設計技術者を協力企
業から記載した場合はa,ｂの
要件は必要としますか。

「全ての企業」は、構成員の
みを指します。

4

募集要項 6 第3 3 （2） イ（ア） 工事監理企業
の参加資格要
件

全ての企業はa～ｃの要件を
満たすとありますが構成員の
みを指すのでよろしいでしょ
うか。技術提案時に例えば、
電気設備設計技術者を協力企
業から記載した場合はa及び
ｂの要件を必要としますか。

「全ての企業」は、構成員の
みを指します。

5

募集要項 6 第３ ３ （２） イ(ｲ) 建設企業の参
加資格要件

「複数である場合」とは特定
建設企業共同企業体(甲型)を
指すのでしょうか。

「複数である場合」とは「特
定建設企業共同企業体」のこ
とを指します。ただし、甲型
又は乙型については指定はあ
りません。

6

募集要項 6 第３ ３ （２） イ(ｲ) 建設企業の参
加資格要件

「協力企業」は本事業におけ
る契約当事者としての地位を
もつものなのでしょうか。

契約当事者としての地位はも
ちません。

7

募集要項 6 第３ ３ （２） イ(ｲ) 建設企業の参
加資格要件

「協力企業」は参加申請の段
階で明確にしなくてはならな
いのでしょうか。

地域貢献として市内に本店を
置く協力企業について評価を
行うため、可能な範囲で明確
にしてください。
事業提案時に追加申請を希望
する場合、様式2-1及び様式
2-2を再度提出をしてくださ
い。

8

募集要項 6 第３ ３ （２） イ(ｲ) 建設企業の参
加資格要件

「協力企業」の定義として
「構成員から業務を受託する
企業」とありますが、業務の
性質上 無数に存在すること
となります。本項目における
「協力企業」を記載する趣旨
をご教示願います。

審査項目の１技術者に関する
項目、２地域経済・社会への
貢献に関する項目において、
協力企業も対象としているた
めです。

9

募集要項 6 第３ ３ （２） イ(ｲ) 建設企業の参
加資格要件

「協力企業」は他グループの
構成員若しくは協力企業とな
ることができるのでしょう
か。

「協力企業」は他グループの
構成員になることはできませ
んが、他グループの協力企業
になることはできます。

10

募集要項 9 第３ ４ （６） 提出部数等 簡易ファイルとは、一般的な
紙ファイルと理解してよろし
いでしょうか。

一般的な紙ファイルで問題あ
りません。

11

募集要項 17 第７ ５ 支払手続き 前払金の予定はないでしょう
か。

前金払については、工事請負
仮契約書（案）の第48条のと
おりです。

12

要求水準書 13 第３ １ （１） 改修方針 令和７年６月に作成した改修
基本設計案は開示いただけな
いでしょうか。

改修基本設計案は仕様規定型
の要求水準書に表現されてい
る内容です。

募集要項等への第１回質問に対する回答
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№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目名 質問の内容 回答

13

要求水準書 15 第３ １ （２） カ 大小ホールの
建築音響性能

天井補強工事において、一部
天井材の撤去を伴う工法が考
えられますが、
音響性能の維持を優先する観
点から、
天井材の撤去は認められない
という理解でよろしいかご教
示ください。

基本はお見込みの通りです
が、一部の天井の撤去により
工事の効率がかなり改善され
る場合においては、協議によ
り撤去更新を可能とします。

14

要求水準書 15 第３ １ （２） カ 大小ホールの
建築音響性能

改修後の目標値として示され
ている NC25 について、技術
的にもコスト的にもやや高い
水準であるように見受けられ
ますが、本数値設定の考え方
を確認するため、令和5年度
に実施された音響測定結果報
告書をご開示いただくことは
可能でしょうか。

開示は可能です。
希望する場合は、市民文化会
館担当（0463-92-2300）まで
ご連絡下さい。

15

要求水準書 20 第３ ３ （４） （ウ）c 周辺住民対策
等

「十分な周知」とあります
が、工事説明会のような日
時・場所を定めて行うような
行政手続き上定められたルー
ルはありますでしょうか。

行政手続き上のルールはあり
ません。周辺住民とする範囲
等、市と協議することとなり
ます。

16

要求水準書 52 第３ ７ (１) ウ 煙道の撤去 煙道は、RC柱と一体の躯体し
て形成されているように見受
けられます。残置という考え
でよいでしょうか。

機械室内の煙道は撤去してく
ださい。また、煙突のBFLか
らRFL付近までは残置とし、
屋上から突出部分を撤去し、
雨水等が侵入しないように処
理をしてください。

17

要求水準書 53 第３ ７ （２） ウ 新設空調機 冷却能力を決めるにあたりま
して、記載の電気容量の負荷
率をどれくらいで見込めばよ
いかご教示ください。

表中に記載の通り、電気室に
新設する盤類に設置される機
器類からの発熱量を推定し、
必要な容量の冷専空冷パッ
ケージエアコンを新設くださ
い。

18

要求水準書 53 第３ ７ （２） ウ 新設空調機 電気室内に設ける冷専空冷
パッケージエアコンの設定温
度は、40℃と考えてよいで
しょうか。

電気室の室温について、40℃
は盤類等電気機器の許容上限
温度であり、空調の設定温度
を40℃とすることを意図した
ものではありません。
電気室の空調能力について
は、新設する盤類の発熱量を
踏まえ、機器の定格性能およ
び耐久性が確保される室温条
件を維持できる能力として計
画してください。
具体的な設定温度について
は、採用機器の仕様、盤内温
度、非常時条件等を考慮した
上で、30℃程度を標準とし、
事業者提案によるものとしま
す。

19

要求水準書 61 第３ ７ （６） ア 特定天井の制
気口

設置されている制気口類につ
いて、位置変更は無いと考え
てよいでしょうか。

お見込みの通りです。

20

要求水準書 61 第３ ８ （１） ア 更新する屋内
配管

更新する屋内配管の対象は、
更新するポンプに接続されて
いる配管ということでよいで
しょうか。

更新対象の配管は、排水ポン
プから屋外排水桝までの配管
の内、外壁貫通部分までの建
物内に設置されている配管で
す。
　なお、衛生器具と関連する
配管の更新範囲については、
要求水準書P.63、８．衛生設
備（４）衛生器具設備、に記
述しております。
更新する衛生器具に接続され
ている汚水配管も下記に記述
の通り埋設部分を除き更新範
囲です。
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№ 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目 項目名 質問の内容 回答

21

要求水準書 61 第３ ８ （１） ア 更新する屋内
配管

上記の対象配管は、隠ぺい部
及び埋設部を除いた、屋内露
出部を更新すると考えてよい
でしょうか。

上記に同じ。（隠ぺい部も更
新対象）

22

要求水準書 62 第３ ８ （１） イ 追加設置する
排水配管

経路や放流接続先に指定があ
ればご指示ください。

既設の湧水ポンプCSP-2,CSP-
5の接続先と同様に、雨水系
統へ接続ください。

23

要求水準書 62 第３ ８ (３） ア 給水主配管の
更新

更新の範囲は、埋設部（屋
外・屋内）及び隠ぺい部内
（壁・天井）も対象と考えて
よいでしょうか。

市庁舎側からの分岐量水器以
降の40A以上の給水配管全て
が、更新の対象です。

24

要求水準書 65 第３ ８ （５） オ ハロゲン消火
設備盛替え

支障のある部分について範囲
が不明ですので範囲の指示を
お願いします。

レストラン棟地下1階部分の
更新工事の際に、支障がある
すべての部分を見込んでくだ
さい。

25

要求水準書 66 第３ ８ （６） ア 特定天井のス
プリンクラー
ヘッド

継続使用となっていますが天
井解体時に全て取外し（取外
し後の天井解体になりま
す）、復旧時に新基準で再設
置と考えて良いでしょうか？

全ての特定天井部分に設置さ
れているスプリンクラーヘッ
ドについて、現行の設置基準
に適合するように追加・再配
置ください。

26

要求水準書 66 第３ ８ （６） ア 追加するスプ
リンクラー
ヘッド

既存マルチ型ヘッドは廃盤と
なっている為、巻き出しフレ
キ＋埋込型ヘッドでの対応と
なりますが良いでしょうか？

現行の基準に適合するよう
に、対処ください。
なお、大小ホールで天井面を
クリアランスで分割したエリ
ア間を跨がる、ヘッドに近い
配管については、フレキシブ
ル管としてください。

27

要求水準書 66 第３ ９ 舞台設備に関
する要求水準

当改修事業において、小ホー
ルに関する舞台三種（機構・
照明・音響）については、設
計・施工ともに本事業の業務
対象外との理解でよろしいで
しょうか。

お見込みの通りです。

28

優先交渉権者選定
基準書

4

第２ ２

(３） - 加点審査 各評価項目における A～E評
価の判断基準について、「特
に優れている」「より優れて
いる」等の違いを判断する際
の具体的な着眼点や重視事項
があればご教示ください。

優先交渉権者選定基準書の別
紙の主な評価ポイントにより
選定委員が評価します。

29

優先交渉権者選定
基準書(別紙)

6

別紙 1 1-（1）

設計に関する
技術者

提案書、様式7-1保有資格の
記入欄があります、取得資格
の種類により評価の対象とな
りますか。あればお示しくだ
さい。

様式7-1は、音楽ホール又は
類似施設の実績を有している
技術者の配置の有無を評価す
るため、取得資格の種類に
よって評価はしません。

30

優先交渉権者選定
基準書(別紙)

6

別紙 1 1-（2）

改修工事に関
する技術者

アの「建築・設計技術者」は
「建築技術者」と読み替えて
よろしいでしょうか。

「建築・設計技術者」を「建
築技術者」と読み替えるもの
とします。

31

優先交渉権者選定
基準書(別紙)

7

別紙 ２

(２) ア 地元企業の参
加

協力企業の参加について「可
能な限り参加させているか」
は企業数によって配点が変わ
るという意図か

企業数、発注額を構成員、協
力企業、その他企業ごとに記
載してください。その提案を
基に、配点４を満点とし、各
事業者の提案内容を選定委員
が評価します。

32

様式集 2

２

（４） 提出書類 「提出書類｣は「提案書類に
関する提出書類」と読み替え
てよろしいでしょうか。

「提出書類｣を「提案価格書
及び提案書に関する提案書
類」とします。

33

様式集 12
14

様式２
－５

様式２
－７

入札参加資格
者番号

様式には〇〇〇（区分）とあ
りますが、認定番号の記載の
みでよろしいですか。

認定番号の記載のみで構いま
せん。

34

様式集 23
24
25 様式7－

1

複数提案 当様式について複数の提案は
可能でしょうか。

配置予定技術者を複数挙げる
事は問題ありませんが、評価
にあたっては、点数が最も低
くなる技術者の点数を得点と
します。
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35

 様式集(様式2-1) 参加表明書 代表企業名を記載する欄にお
いて、復代理人を設定する際
は､復代理人名を記載すれば
よろしいでしょうか。

様式2-1の代表企業名の代表
者は会社の代表者名を記載し
てください。

36

 様式集(様式2-2) 参加グループ
構成表

代表企業名を記載する欄にお
いて、復代理人を設定する際
は､復代理人名を記載すれば
よろしいでしょうか。

様式2-2の代表企業名の代表
者は会社の代表者名を記載し
てください。

37

 様式集(様式2-3) 委任状
(代表企業)

協力企業が参加グループに
入っている場合、協力企業か
らの委任状も必要でしょう
か。

協力企業からの委任状は不要
です。

38

 様式集(様式2-5) 参加資格申請
書
(設計に当たる
者)

添付書類１の「会社概要」
は、会社のパンフレットで代
用できますでしょうか。

添付書類１の「会社概要」は
会社のパンフレットで問題あ
りません。

39

 様式集(様式2-6) 参加資格申請
書
（改修に当た
る者）

添付書類５の「特定建設業の
許可を受けたものであること
を証する書類」について、現
在許可の更新中で更新後の許
可証が参加申請時に間に合わ
ない場合、申請書の写しおよ
び申請中であることが分かる
電子申請システムの写しで代
用できますでしょうか。

更新手続き中の場合は、以下
の①及び②の両方をご提出く
ださい。
①参加申請時に有効な特定建
設業許可証の写し
②許可の更新申請中であるこ
とが客観的に確認できる書類
（例：更新申請書の写し（受
付印があるもの）、電子申請
システムの申請状況詳細画面
の写し（申請日、受付番号、
申請者名等が確認できるも
の）など）

※上記①および②の書類を提
出して参加申請をされた場合
は、新しい許可証が交付され
次第、速やかにその写しを本
市担当課までご提出くださ
い。

40

 様式集(様式2-6) 参加資格申請
書
(改修に当たる
者)

添付書類６の経営事項審査の
総合評定値を証する書類は直
近の有効な経営事項審査総合
評定値を採用すればよろしい
でしょうか。

ご理解のとおりです。

41

 様式集(様式2-6) 参加資格申請
書
(改修に当たる
者)

添付書類７の「施工実績」を
証する書類は、要求される参
加資格要件が確認できれば
CORINS登録の竣工時カルテの
写しでもよろしいでしょう
か。

要求される参加資格要件が確
認できればCORINS登録の竣工
時カルテの写しでも問題あり
ません。

42

 様式集(様式2-7) 参加資格申請
書
(工事監理に当
たる者)

設計者と工事監理者が同じ場
合、添付書類は割愛すること
はできますでしょうか。

設計に当たる者と工事監理に
当たる者が同じ場合、添付資
料の共通１～５は割愛するこ
とが可能です。

43

 様式集(様式7-1,2) 配置予定技術
者

配置予定技術者の実績は、提
案書類提出時(令和8年5月29
日時点)における実績と理解
してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

44

 様式集(様式7-2) 改修工事に関
する技術者

網掛け箇所の「建築・設計技
術者」は「建築技術者」と読
み替えてよろしいでしょう
か。

「建築・設計技術者」を「建
築技術者」と読み替えるもの
とします。

4 


